
防府都市計画地区計画の決定（防府市決定） 
 

都市計画（防災・医療連携地区）地区計画を次のように決定する。 

名     称 防災・医療連携地区 地区計画 

位     置 防府市大字大崎、佐野 地内 

面     積 約 １９．４ ha 

地区計画の目標 

本地区は、防府市中心市街地から西に約３ｋｍの市街化調整区域に位置し、今後整備される防府都市計画道路３・４・４１大崎線

により主要幹線道路に接続することで、広域からのアクセス性が向上する地区である。 

また、当該地区は、災害時の広域的な防災拠点となる防府市広域防災広場（以下「防災広場」という。）が整備されるとともに、高

度化・多様化する医療ニーズに対応するため、最先端医療の導入および感染症医療の拠点となる山口県立総合医療センター（以下「県

立総合医療センター」という。）の移転・建替えが計画されており、防災と医療の連携により、住民の安全・安心の拠点化を目指す地

区となる。 

このため、本地区計画は、市街化調整区域での周辺の自然・田園環境や住宅地との調和ならびに都市としての景観形成に配慮しつ

つ、防災広場と県立総合医療センターが連携し、防災・医療の拠点の整備を図ることを目標とする。 

区域の整備・開発

及び保全に関す

る方針 

土地利用

の方針 

周辺の自然・田園環境や住環境と調和した良好な環境が形成及び維持され、防災広場と連携した医療施設及び関連施

設・連携施設の土地利用を図る。 

建築物等

の整備方

針 

防災・医療連携地区としての土地利用・環境・景観を維持・保全するため、建築物等に関して次の制限を設ける。 

(1)建築物等の用途の制限 

(2)壁面の位置の制限 

(3)建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 (4)土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の区域内への建築物（居室を有するものに限る）制限 

(5)建築物の整備に合わせた駐車場及び駐輪場の適切な整備 
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地区施設の配置

及び規模 

道路①：幅員１７ｍ，延長約６１２ｍ（防府都市計画道路３・４・４１大崎線の一部） 

道路②：幅員１３ｍ・１１．５ｍ，延長約２１４ｍ・約９３ｍ 

道路③：幅員５ｍ，延長約１，０２１ｍ 

歩行者通路：幅員２．５ｍ，延長約３９６ｍ 

まちかど広場：約３００㎡／箇所（３箇所） 
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地区 

区分 

名称 医療施設地区 防災地区 医療施設関連地区① 医療施設関連地区② 医療施設関連地区③ 

面積 約６．９ｈａ 約８．０ｈａ 約１．９ｈａ 約１．０ｈａ 約１．６ｈａ 

建築物等の

用途の制限 

次の各号に掲げる建築

物以外は、建築してはな

らない。 

(1)病院 

(2)事務所 

(3)その他防災・医療の連

携のために必要な建築

物 

(4)前各号の建築物に付

属するもの 

次の各号に掲げる建

築物以外は、建築しては

ならない。 

(1)公衆便所 

(2)倉庫（倉庫業を営む

倉庫を除く） 

(3)その他防災上必要な

建築物 

(4) 機械室等、当該地区

の維持・運営のために

必要な建築物 

(5)前号の建築物に付属

するもの 

次の各号に掲げる建

築物以外は、建築しては

ならない。 

(1)医療従事者のための

共同住宅、寄宿舎、下

宿、長屋 

(2)前号の建築物に付属

するもの 

 

 

次の各号に掲げる建

築物以外は、建築しては

ならない。 

(1)保健所その他これら

に類するもの 

(2)前号の建築物に付属

するもの 

 

次の各号に掲げる建

築物以外は、建築しては

ならない。 

(1)機械室等、当該地区

の維持・運営のために

必要な建築物 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

１００％ 

建築物の 

建ぺい率の

最高限度 

６０％ 

建築物等の

高さの最高

限度 

３６ｍ １５ｍ 
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壁面の位置

の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、2.0ｍ以上としなければならない。ただ

し、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。 

(1)外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が 3.0ｍ以下であるもの 

(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が 5.0 ㎡以内であるもの 

(3)防災上必要となる建築物等 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

1.建築物の屋根、外壁及び柱並びに工作物の色彩は、周辺環境と調和した落ち着いたものとする。 

2.屋外広告物を設置する場合は、次の各号に適合するものとする。 

 (1)山口県屋外広告物条例に準ずるものであること。 

(2)各地区内に存する施設の用に供するものであること。 

(3)敷地内にあって道路境界線を越えて張り出さないこと。 

(4)周辺環境と調和した色彩であること。 

土地の利用に関

する事項 
周辺環境との調和を図りつつ、環境を保全し、良好な景観を保持するため、緑地の維持・保全に努めるものとする。 

備  考 
上記の建築物等に関する事項及び土地の利用に関する事項は、次に該当する場合は適用しない。 

(１) 市長が公益上、安全上やむを得ないと認めたもの。 

(注) 面積及び高さの算定方法は、建築基準法施行令第２条の規定の例による。 

 
 






